
事 務 連 絡 

令 和 ６ 年 1 2 月 1 3 日 

 

総務大臣配分資産所有者 殿 

 

総 務 省 自 治 税 務 局 

固定資産税課償却資産係 

 

 

令和７年度の固定資産申告書の提出について 

 

 

平素より、固定資産税につきまして、格別のご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 さて、貴殿が賦課期日（１月１日）現在に所有される償却資産につきましては、地方税法（昭和 25 年法

律第 226 号。以下「法」といいます。）第 389 条第１項の規定により、総務大臣が価格等を決定することと

なっております。 

つきましては、法第 394条の規定に基づき、令和７年度分の固定資産申告書について、下記のとおりご提

出いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 提出期限    令和７年１月 31日（金） 

 

２ 留意事項    (1) 提出書類については、記載要領をご確認ください。 

          (2) 総務省では、双方の事務負担軽減の観点から、電子的な提出を推奨しており、

令和７年１月６日より eLTAX による電子申告が可能となります。また、これまで

どおり、エクセルによる電子データでの提出も受け付けております。 

(3) 電子データによる提出が困難な場合は、従来の紙による提出も受け付けており

ます。紙によるご提出の際には、書類一式をホチキス等で止めないようにお願い

します。また、申告受付控えの返送をご希望される場合は、必ず返送用封筒（切

手貼付）を同封していただきますよう重ねてお願いします。 

 

３ 提出方法      電子申告 https://portal.pcdesknext.eltax.lta.go.jp/group-u/login/userLogin 
（操作マニュアル）https://www.eltax.lta.go.jp/news/09853 
メール（共通） syokyaku@soumu.go.jp 
郵送   〒１００－８９２６ 

                 東京都千代田区霞が関２丁目１番２号 

                 総務省自治税務局固定資産税課 償却資産係 

                 電話 （代表）０３－５２５３－５１１１（内線：裏面参照） 

 

 

 




